
 

第７回 千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部会議 次第 

 

令和２年５月５日（火） 

午前１０時から 

本庁舎５階 特別会議室 

 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 議 題 

（１）新型コロナウイルス感染症の発生状況及び医療提供体制について 

 

（２）緊急事態宣言の延長に伴う措置の内容について 

 

（３）国への要望について 

 

（４）その他 

 

 

３ 閉 会 

 

 



令和２年５月５日（火）
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新型コロナウイルス感染症の発生状況
及び医療提供体制について

令和２年５月５日（火）

千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部



１ 千葉県の感染状況等について①

○ 千葉県における感染者数は、３月下旬頃から急増し、５月４日現在では累計８６５人と
なっている。

○ 新規感染者数は、３月下旬から４月中下旬にかけて、非常に多い状況が続いていたが、
ここ１週間は１０人以下で推移している。（検査確定日別）

1

（単位：人） （単位：人）

※感染者数等は５月４日公表時点のもの。



１ 千葉県の感染状況等について②

○ 地域別にみると、東葛地域が過半数を占めており、都内の感染状況にも大きく影響
されていると考えられる。

○ 年齢別にみると、全世代に幅広くまたがっている。

※居住地非公表の者を除く。（単位：人、％） ※年齢情報の提供に同意のない者を除く。（単位：人、％） 2



１ 千葉県の感染状況等について③

○ 感染者の増加率は、４月上旬に急上昇し、その後、徐々に下降しつつある。

○ 感染経路が不明なケースは、３月下旬から４月中旬にかけて急上昇し、その後も高止まり
している。

3
※上記いずれのグラフも、北総育成園における集団感染（１２１人）を除く。（単位：人、％）



２ 千葉県の医療提供体制について①

○ 千葉県におけるＰＣＲ検査件数は、３月下旬から増加し、直近では４００件前後で推移している。
（現在の検査可能件数：千葉県４７４件、千葉市３２件、船橋市２０件、柏市２０件）

○ また、地区医師会等による検査も進めている。

※陰性化確認検査を含む。（単位：件） ※５月３日時点 4



２ 千葉県の医療提供体制について②

○ ５月４日現在、千葉県の累計感染者：８６５名

5

内訳：入院中２６８名（うち重症１９名）、入院調整中等１８２名、ホテル療養３３名、施設内療養６８名
退院２２６名、療養解除５１名、死亡３４名等

（単位：人）



２ 千葉県の医療提供体制について③

（１）移行期において患者を受け入れる病床数として医療機関から回答のあった数

おおむね４５０床（５月４日現在） ⇒ 目標８５０床

※対象医療機関：災害拠点病院(25)・公的医療機関（３１）に病床確保を再要請中
上記以外の全病院（２３５）にも病床確保を要請中

（２）軽症者等を対象に、ホテルにおける宿泊療養を実施
（入院中及び入院調整中の軽症者等で、高齢者や基礎疾患のある方等以外を対象とする）

（３）特措法に基づき、感染が拡大した場合に備え、大規模施設を活用した臨時の医療施設
の開設準備を進める

6

ホテル名 室数 期間（予定）

①成田ゲートウェイホテル ２５０室 ４/２０～６月末

②桜スカイホテル柏 ５６室 ４/２２～５月末

③バーディーホテル千葉 １２０室 ４/３０～６月末

④船橋第一ホテル １００室 ４/３０～６月末

計 ５２６室

【ホテルへの支援体制】

①成田ゲートウェイホテル
・３クール計７６名の県職員を派遣
・医師は近隣医療機関の協力
による

②③④は、地元市から職員派遣
及び近隣医療機関の協力による













 

緊急事態宣言延長に伴う国への要望について 

 

令和２年５月５日 

 

 

○ 国の専門家会議の提言によれば、感染症対応については長丁場を覚悟し

なければならない状況にあることから、県では、引き続き医療提供体制の

確保に努めるとともに、新型コロナウイルス感染症によって大きな影響を

受けている中小企業の再建支援などに積極的に取り組む必要がある。 

 

○ 地域の実情に応じた取組が円滑・効果的に進められるよう、次の項目に

ついて、すみやかに国に対して支援等を要望したいと考えています。 

 

 

【主な項目（予定）】 

１ 県に対する財政支援の充実 

２ 医療提供体制の確保に向けた支援 

 ３ 中小企業等への支援 

 ４ 社会福祉施設等への支援 等 

 



健康福祉部長（技）

・感染拡大防止対策班・総合調整
・政府本部との窓口
・知事会（要望）
・関係機関調整・要請
・緊急事態宣言への
対応

・広域連携

・県民への広報
コンテンツ作成

・報道対応

健康福祉部長
保健医療担当部長

健康危機対策監
総務部次長[兼]

環境生活部次長[兼]

統制班 対策実施本部

資材調達班
広報班

・各部局
・健康福祉部各課

・医療情報班

医療調整本部

・県民 ・各施設等

医療や資材の提供 迅速的確な
情報提供

健康福祉部次長（事）

専門部会
諮問会議に類するメンバー

指示

感染症情報
センター(衛研)
と連携

感染症対策班

・県民生活、社会経済
対策班

・市町村調整班

・病床調整班

・搬送調整班

・ホテル班

・在宅療養班

健康福祉部次長（技）

・臨時医療施設班

【PCR検査G】

【保健所支援G】
・保健所の体制強化

【運営G】
・会議ロジ
・資料作成とりまとめ
・記録作成

【総務G】
・議会対応調整
・組織体制検討
・予算
・執務場所確保

総務運営班

【クラスターG】

【調査分析G】

・マスク、消毒薬等の
調達・配付

・交付金班

【参考】 新型コロナウイルス感染症対策本部事務局 組織体制【参考】 新型コロナウイルス感染症対策本部事務局 組織体制

総合企画部次長[兼]



班 名 所掌事務(主なもの）

部長、担当部長

次長（事・技）対策監

総務運営班

統制班

対策実施本部

医療調整本部

資材調達班

感染症対策班

広報班

対策本部の総括

各班の総括

・総務Ｇ:議会等対応、組織体制検討、予算・経理、執務場所確保・環境整備

・総務運営Ｇ：会議のロジ・運営、資料作成とりまとめ、記録作成

・保健所支援Ｇ:保健所の体制強化

総合調整、政府本部の窓口、知事会要望、関係機関との調整・要請、緊急事態宣言対応、広域連携
（専門部会）

・感染拡大防止対策班：緊急事態宣言への準備対応、措置の検討・実施・具体策の検討
・県民生活、社会経済対策班：県民生活、県民経済の安定に関する総合調整、指定地方公共機関の調整
・市町村調整班：市町村との調整

・交付金班：交付金制度に関すること
・医療情報班：病床確保の計画策定、広域調整等
・病床調整班：病床コーディネート
・搬送調整班：入院患者の情報整理、搬送手段の確保等
・ホテル班：軽症者等の施設療養に係る体制整備等
・在宅療養班：軽症者等の在宅療養に係る体制整備等
・臨時医療施設班：臨時医療施設の整備等

マスク、消毒薬等の調達・配布

県民への広報、コンテンツ作成、報道対応

・調査分析Ｇ：患者動向の把握、患者数とりまとめ
・クラスターＧ：クラスターに関すること
・ＰＣＲ検査Ｇ：ＰＣＲ検査の体制整備等
（感染症情報センター(衛生研究所との連携）

【参考】 新型コロナウイルス感染症対策本部事務局 班等の業務【参考】 新型コロナウイルス感染症対策本部事務局 班等の業務



新型コロナウイルス感染症対策本部事務局等 

応援職員について 

                       令和２年５月５日  

 

○ 本部事務局応援職員 

５月１日現在において、本部事務局職員 計１５４名が勤務 

   内訳は、健康福祉部７８名、他部局からの応援職員７６名 

 

○ 保健所の体制強化 

  ① ４月２７日現在において、本庁及び保健所からの応援職員 

   延べ３４３名が勤務 

＊他部局からの応援職員(事務)１日当たり９名を含む 

  ② 保健所監査・指導業務を先送りして、所属内応援職員を 

確保 

  ③ 臨時的任用職員や県ＯＢ等の採用により保健師を確保 

  ④ ２市の御協力により１日当たり８人の保健師の派遣あり  

   

○ 成田ゲートウェイホテルへの応援職員 

  ５月３日現在において、３クール計７６名が勤務（各クール  

24～28名） 

・各クール６泊７日交代制 

＊日勤は７時～２０時まで 

＊夜勤は２０時～翌７時まで（生活支援班のみ３名従事） 

 

＜第３クール＞ 

総括責任者  １名（健康福祉部 獣医師） 日勤 

  副総括    １名（健康福祉部 獣医師・薬剤師） 日勤 

  総務班    ４名（他部局事務職員） 日勤 

  保健医療班  ４名（看護師） 日勤 

※ 野田、鶴舞看護専門学校、県保健医療大学教員 

  生活支援班 １８名（他部局事務職員） 日勤・夜勤    

       計２８名 



緊急事態措置の延長に伴う県有施設等の対応について 

 

令和２年５月５日 

総 務 部 

 

４月２４日に公表した県有施設等の対応については、５月５日に発表された 

緊急事態措置の延長に伴い、次のとおり、閉鎖等を実施（延長）することとする。 

 

記 

１ 閉鎖等を実施（延長）する施設について 

  ◎レジャー・余暇活動等に関する県の施設（詳細は別添のとおり） 

 

  ・文書館、幕張メッセ国際展示場、文化会館、青少年教育施設、図書館、 

博物館、美術館、運動施設など 

 

  ・公園等（都市公園、自然公園、県民の森など）に設置されている施設 

   （駐車場、宿泊所、ビジターセンター、バーベキュー場、展望塔、 

    運動施設、遊具等） 

  ※公園等については、園路や広場の閉鎖はしないが、空いた時間や場所を 

   選んでの利用を要請。 

 

  ・海岸付近等の駐車場等 

 

担当：総務部 行政改革推進課 

電話：043-223-2046 



№ 所管部局庁名 所管課名 施設名 閉鎖等の状況 閉鎖等の箇所 閉鎖等の終期

1 総務部 政策法務課 文書館 休館（休業） 全体 当面の間

2 総合企画部 男女共同参画課 千葉県男女共同参画センター 休館（休業）
全体
※ただし相談業務は継続中

当面の間

3 防災危機管理部 防災政策課 千葉県西部防災センター 休館（休業） 全体 当面の間

4 健康福祉部 高齢者福祉課 千葉県福祉ふれあいプラザ 休館（休業） 全体 当面の間

5 健康福祉部 障害者福祉推進課 千葉県障害者スポーツ・レクリエーションセンター 休館（休業） 全体 緊急事態措置の間

6 環境生活部 自然保護課 千葉県いすみ環境と文化のさとセンター 一部休館（休業）
ネイチャーセンター（センター地区）、
デイキャンプ場（センター地区）、駐車場

当面の間

7 環境生活部 自然保護課 自然公園施設 大房岬自然公園施設 一部休館（休業） ビジターセンター、キャンプ場、駐車場 当面の間

8 環境生活部 自然保護課 自然公園施設 勝浦海中公園施設 一部休館（休業） ビジターセンター、トンネル、桟橋 当面の間

9 環境生活部 自然保護課 自然公園施設 白子自然公園施設 一部休館（休業） 野球場、テニスコート、駐車場 当面の間

10 環境生活部 自然保護課 自然公園施設 片貝自然公園施設 一部休館（休業） ビジターセンター 当面の間

11 環境生活部 自然保護課 自然公園施設 上永井自然公園施設 一部休館（休業） 飯岡刑部岬展望館 当面の間

12 環境生活部 自然保護課 自然公園施設 館山自然公園施設 駐車場 閉鎖 駐車場のみ 当面の間

13 環境生活部 自然保護課 千葉県射撃場 休館（休業） 全体 当面の間

14 環境生活部 県民生活・文化課 文化会館 千葉県文化会館 休館（休業） 全体 緊急事態措置の間

15 環境生活部 県民生活・文化課 文化会館 千葉県東総文化会館 休館（休業） 全体 緊急事態措置の間

16 環境生活部 県民生活・文化課 文化会館 千葉県南総文化ホール 休館（休業） 全体 緊急事態措置の間

17 環境生活部 県民生活・文化課 文化会館 青葉の森公園芸術文化ホール 休館（休業） 全体 緊急事態措置の間

18 商工労働部 経済政策課
幕張メッセ国際展示場
（日本コンベンションセンター国際展示場）

休館（休業） 全体 緊急事態措置の間

県有施設等の閉鎖等の一覧



№ 所管部局庁名 所管課名 施設名 閉鎖等の状況 閉鎖等の箇所 閉鎖等の終期

県有施設等の閉鎖等の一覧

19 商工労働部 企業立地課 かずさアカデミアホール 休館（休業） 全体 緊急事態措置の間

20 農林水産部 畜産課 千葉県酪農のさと 休館（休業） 全体 緊急事態措置の間

21 農林水産部 森林課 内浦山県民の森 一部休館（休業）
宿泊施設、体育館、バーベキュー施設等、
駐車場の一部（公共バス利用部分を除く）

緊急事態措置の間

22 農林水産部 森林課 清和県民の森 一部休館（休業）
宿泊施設、バーベキュー施設等、
駐車場の一部（公共バス利用部分を除く）

緊急事態措置の間

23 農林水産部 森林課 館山野鳥の森 一部休館（休業） 屋内施設等、駐車場 緊急事態措置の間

24 農林水産部 森林課 船橋県民の森 一部休館（休業） バーベキュー施設等、駐車場 緊急事態措置の間

25 農林水産部 森林課 東庄県民の森 一部休館（休業） 屋内施設、運動施設等、駐車場 緊急事態措置の間

26 農林水産部 森林課 大多喜県民の森 一部休館（休業） 宿泊施設、屋内施設等、駐車場 緊急事態措置の間

27 農林水産部 漁港課
銚子漁港 夫婦ヶ鼻公園 駐車場、
     夕日に映える広場 駐車場

立入制限 駐車場への漁業関係者以外の立入を禁止 当面の間

28 農林水産部 漁港課
飯岡漁港 親水型防波堤、
     いいおかみなと公園 駐車場

閉鎖 防波堤、駐車場のみ 当面の間

29 農林水産部 漁港課
栗山川漁港
 マリンピアくりやまがわ後背地（駐車場）

閉鎖 駐車場のみ 当面の間

30 農林水産部 漁港課 太東漁港 太東海浜広場 駐車場 閉鎖 駐車場のみ 当面の間

31 農林水産部 漁港課 天津漁港 漁港海岸 駐車場 閉鎖 駐車場のみ 当面の間

32 農林水産部 漁港課 鴨川漁港 親水防波堤、駐車場 閉鎖 防波堤、駐車場のみ 当面の間

33 農林水産部 漁港課 乙浜漁港 漁港海岸 駐車場 閉鎖 駐車場のみ 当面の間

34 農林水産部 漁港課 富崎漁港 相浜海岸 駐車場 閉鎖 駐車場のみ 当面の間

35 農林水産部 漁港課 勝山漁港 漁港海岸 駐車場 閉鎖 駐車場のみ 当面の間

36 県土整備部 道路環境課 部原 簡易ＰＡ 閉鎖 簡易ＰＡのみ 当面の間
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37 県土整備部 河川環境課 日在浦海岸 駐車場 閉鎖 駐車場のみ 当面の間

38 県土整備部 港湾課 千葉ポートパーク 一部休館（休業） BBQ、庭球場、駐車場 緊急事態措置の間

39 県土整備部 港湾課 新港公園 一部休館（休業） 庭球場・野球場、駐車場 緊急事態措置の間

40 県土整備部 港湾課 潮浜公園 一部休館（休業） 庭球場、駐車場 緊急事態措置の間

41 県土整備部 港湾課 富津みなと公園 一部休館（休業） 遊具施設、駐車場 緊急事態措置の間

42 県土整備部 港湾課 上総湊港海浜公園 一部休館（休業） 遊具施設、駐車場 緊急事態措置の間

43 県土整備部 港湾課 袖ケ浦海浜公園 一部休館（休業） BBQ、遊具施設、駐車場 緊急事態措置の間

44 県土整備部 港湾課 興津港海浜公園 駐車場 閉鎖 駐車場のみ 当面の間

45 県土整備部 港湾課 名洗港海浜公園 駐車場 閉鎖 駐車場のみ 当面の間

46 県土整備部 港湾課 内港公園 駐車場 閉鎖 駐車場のみ 緊急事態措置の間

47 県土整備部 港湾課 内港北公園 駐車場 閉鎖 駐車場のみ 緊急事態措置の間

48 県土整備部 港湾課 栗坪浜緑地（駐車場） 閉鎖 駐車場のみ 緊急事態措置の間

49 県土整備部 港湾課 検見川の浜駐車場 閉鎖 駐車場のみ 緊急事態措置の間

50 県土整備部 港湾課 館山港 北条海岸 駐車場 閉鎖 駐車場のみ 当面の間

51 県土整備部 公園緑地課 富津公園 一部休館（休業）
屋内施設、遊戯施設、野外劇場、展望塔、
運動施設、駐車場

緊急事態措置の間

52 県土整備部 公園緑地課 印旛沼公園 一部休館（休業） 運動施設、遊戯施設、駐車場 緊急事態措置の間

53 県土整備部 公園緑地課 館山運動公園 一部休館（休業） 屋内施設、運動施設、遊戯施設、駐車場 緊急事態措置の間

54 県土整備部 公園緑地課 青葉の森公園 一部休館（休業） 屋内施設、遊戯施設、BBQ、ドッグラン、駐車場 緊急事態措置の間
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55 県土整備部 公園緑地課 柏の葉公園 一部休館（休業）
屋内施設、運動施設、遊戯施設、野外劇場、BBQ、
ドッグラン、バラ園、駐車場

緊急事態措置の間

56 県土整備部 公園緑地課 北総花の丘公園 一部休館（休業） 屋内施設、BBQ、ドッグラン、駐車場 緊急事態措置の間

57 県土整備部 公園緑地課 長生の森公園 一部休館（休業） 運動施設、駐車場 緊急事態措置の間

58 県土整備部 公園緑地課 行田公園 一部休館（休業） 遊戯施設、駐車場 緊急事態措置の間

59 県土整備部 公園緑地課 蓮沼海浜公園 一部休館（休業） 運動施設、展望塔、遊戯施設、駐車場 緊急事態措置の間

60 県土整備部 公園緑地課 手賀沼ふれあい自然緑道 駐車場 閉鎖 駐車場のみ 緊急事態措置の間

61 県土整備部 公園緑地課 幕張海浜公園 駐車場 閉鎖
県管理のFブロック、Gブロック駐車場のみ
※千葉市等が管理する他のブロックの駐車場等も閉鎖中

緊急事態措置の間

62 県土整備部 下水道課 花見川終末処理場（美浜ふれあい広場） 一部休館（休業）
運動施設（野球場、サッカー場、ゲートボール場）、
駐車場

緊急事態措置の間

63 県土整備部 下水道課 江戸川第二終末処理場（いこいの広場） 一部休館（休業） 遊戯施設、駐車場 緊急事態措置の間

64 教育庁教育振興部 生涯学習課 県立手賀の丘少年自然の家 休館（休業） 全体 当面の間

65 教育庁教育振興部 生涯学習課 県立水郷小見川少年自然の家 休館（休業） 全体 当面の間

66 教育庁教育振興部 生涯学習課 県立君津亀山少年自然の家 休館（休業） 全体 当面の間

67 教育庁教育振興部 生涯学習課 県立東金青年の家 休館（休業） 全体 当面の間

68 教育庁教育振興部 生涯学習課 県立鴨川青年の家 休館（休業） 全体 当面の間

69 教育庁教育振興部 生涯学習課 県立中央図書館 休館（休業）
全体
※ただし相談業務は継続中

当面の間

70 教育庁教育振興部 生涯学習課 県立西部図書館 休館（休業）
全体
※ただし相談業務は継続中

当面の間

71 教育庁教育振興部 生涯学習課 県立東部図書館 休館（休業）
全体
※ただし相談業務は継続中

当面の間

72 教育庁教育振興部 文化財課 千葉県立房総のむら 休館（休業） 全体 当面の間
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73 教育庁教育振興部 文化財課 千葉県立中央博物館 休館（休業） 全体 当面の間

74 教育庁教育振興部 文化財課 千葉県立中央博物館 分館海の博物館 休館（休業） 全体 当面の間

75 教育庁教育振興部 文化財課 千葉県立中央博物館 大利根分館 休館（休業） 全体 当面の間

76 教育庁教育振興部 文化財課 千葉県立中央博物館 大多喜城分館 休館（休業） 全体 当面の間

77 教育庁教育振興部 文化財課 千葉県立関宿城博物館 休館（休業） 全体 当面の間

78 教育庁教育振興部 文化財課 千葉県立美術館 休館（休業） 全体 当面の間

79 教育庁教育振興部 文化財課 千葉県立現代産業科学館 休館（休業） 全体 当面の間

80 教育庁教育振興部 体育課 千葉県総合スポーツセンター 休館（休業） 全体 当面の間

81 教育庁教育振興部 体育課 千葉県総合スポーツセンター射撃場 休館（休業） 全体 当面の間

82 教育庁教育振興部 体育課 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 休館（休業） 全体 当面の間

83 教育庁教育振興部 体育課 千葉県国際総合水泳場 休館（休業） 全体 当面の間



公の施設の利用中止等に伴う使用料等の返還について 

 

令和２年５月５日 

総 務 部 

県では、県の施設の利用予定者が、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を  

理由として、施設利用の中止、延期又は規模縮小を行った場合、令和２年５月  

６日までの利用分を対象に施設使用料（利用料金）を返還している。 

緊急事態措置の延長に伴い、下記のとおり、この取扱いを５月３１日まで   

再延長することとする。 

 

記 

１ 対象施設 

公の施設（指定管理者制度を導入している施設を含む） 

※公の施設（１０３施設）のうち、イベント等が開催される、幕張メッセ国際展示場、  

文化会館、スポーツ施設など。 

２ 対象期間 

【再延長前】令和２年２月１日（＊）～令和２年５月 ６日の利用分 

【再延長後】     〃     ～令和２年５月３１日の利用分 

＊ 新型コロナウイルス感染症が指定感染症に指定された日 

３ 施設使用料（利用料金）の取扱い 

・納付済の場合、全額返還する（規模縮小の場合は差額のみ）。 

・キャンセル料は不要とする。 

 

 

担当：総務部 行政改革推進課 総務部 政策法務課 

電話：043-223-2046 043-223-2169 


